
 

７５．桐陽台地区 地区計画 

 

 

名     称 桐陽台地区 地区計画 

位     置 広島市安佐北区三入東一丁目及び三入東二丁目の各一部 

面     積 約４８．４ｈａ 

地区計画の目標 桐陽台地区は、都心部から北へ約１８キロメートル、地域的な都市機能

を担う拠点地区である可部地区から北東へ約４キロメートルに位置する計

画的に開発された大規模な住宅団地で、戸建ての低層住宅を主体とし、学

校や公園等の公共施設が整備された閑静で良好な居住環境を有する市街地

が形成されている地区である。 

このため、地区計画を策定することにより、地区の特性に応じた建築物

の誘導等を行い、地区にふさわしい居住環境や快適な都市環境の保全及び

形成を図ろうとするものである。 

区
域
の
整
備
䣍
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用の方針 低層住宅団地の閑静で良好な居住環境を保全するとともに、幹線道路沿

いに店舗・サービス施設等の立地を誘導し、利便性の高い市街地の形成を

図るため、土地利用に関する方針を次のように定める。 

１ 「住居専用地区」は、戸建ての低層住宅を主体とした閑静で良好な居

住環境を有する市街地の保全及び形成を図る地区とする。 

２ 「近隣商業地区」は、戸建ての低層住宅を主体に近隣住民の利用する

店舗等が共存する、利便性の高い市街地の形成を図る地区とする。 

地区施設の整備の方

針 

本地区における地区施設は、宅地開発により整備されており、それぞれ

の施設の機能を損なわないようその維持、保全を図る。 

建築物等の整備の方

針 

建築物等について次の事項を定めることにより、良好な居住環境を有す

る市街地の保全及び形成を図る。 

１ 建築物の用途の制限 

２ 建築物の敷地面積の最低限度 

３ 壁面の位置の制限 

４ 建築物等の形態又は意匠の制限 

５ 垣又は柵の構造の制限 
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名 称 住居専用地区 近隣商業地区 

面 積 約４０．３ｈａ 約３．２ｈａ 

建築物の用途の

制限 

次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはなら

ない。 

１ 住宅（住戸数が３以上の長屋を除く。） 

２ 兼用住宅（建築基準法施行令第１３０条の３に

規定する住宅（住戸数が３以上の長屋を除く。）を

いう。） 

３ 集会所 

４ 診療所 

― 

決  定  令和６年９月２６日 広島市告示第４５９号 

配布用（参考） 



 

５ 巡査派出所、公衆電話所又は建築基準法施行令

第１３０条の４に定める公益上必要な建築物 

６ 前各項の建築物に附属するもの 

建築物の敷地面

積の最低限度 

１６５平方メートルとする。ただし、次に掲げる

場合は、この限りではない。 

１ １６５平方メートル未満の土地を建築物の敷地

として使用する場合で、当該敷地面積が当該地区

計画の決定の時の当該土地の登記記録に記録され

た地積以上であるとき。 

２ 巡査派出所の敷地として使用する場合 

３ 公衆電話所の敷地として使用する場合 

４ 建築基準法施行令第１３０条の４各号に掲げる

建築物の敷地として使用する場合 

― 

壁面の位置の制

限 

１ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地

境界線までの距離は、１メートル以上としなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の

部分については、適用しない。 

⑴ ポーチ等で出入りのための通行専用と認めら

れる建築物の部分 

⑵ 簡易な構造の自動車車庫 

⑶ 擁壁を掘り込んで地階に設ける自動車車庫 

⑷ 物置その他これに類する用途に供する建築物

の部分で、軒の高さが２.３メートル以下で、

かつ、床面積の合計が５平方メートル以内であ

るもの 

⑸ 巡査派出所、公衆電話所又は建築基準法施行

令第１３０条の４第４号若しくは第５号に掲げ

るもの 

⑹ 門又は塀 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で

高さが１.２メートル以下のもの  

３ 当該地区計画の決定の際現に存する建築物又は

現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物

が第１項の規定に適合しない場合においては、当

該建築物に対して、第１項の規定は適用しない。 

４ 前項の規定により第１項の適用を受けない建築

物に増築をする場合においては、増築をする部分

が第１項及び第２項の規定に適合する場合に限

り、当該建築物に対して、第１項の規定は適用し

ない。 

５ 第３項の規定により第１項の適用を受けない建

築物に修繕又は模様替をする場合においては、当

該建築物に対して、第１項の規定は適用しない。 

― 



 

「区域及び地区整備計画の区域は、計画図表示のとおり。」 
 
 

  

建築物等の形態

又は意匠の制限 

１ 造成した擁壁等には、床版等の工作物を設けてはならない。ただし、

道路に面する堀り込み車庫及び公共の用に供する施設等については、こ

の限りではない。 

２ 当該地区計画の決定の際現に存する床版等の工作物又は現に工事中の

床版等の工作物が前項の規定に適合しない場合においては、当該床版等

の工作物に対して、前項の規定は適用しない。 

３ 前項の規定により第１項の適用を受けない床版等の工作物が存する敷

地で、建築物の建築、修繕又は模様替をする場合においては、当該床版

等の工作物に対して、第１項の規定は適用しない。 

垣又は柵の構造

の制限 

１ 垣又は柵は、次の各号に掲げる構造のいずれか

とする。ただし、門柱又は公共公益施設にあって

安全上やむを得ないものについては、この限りで

はない。 

⑴ 生け垣 

⑵ 網状その他これに類する形状のもので、開放

性を著しく妨げないもの 

⑶ 地盤面からの高さが１.８メートル以下のも

の。ただし、コンクリートブロック造りの塀の

場合は、高さ１.６メートル以下とする。 

２ 当該地区計画の決定の際現に存する垣若しくは

柵又は現に工事中の垣若しくは柵が前項の規定に

適合しない場合においては、当該垣又は柵に対し

て、前項の規定は適用しない。 

３ 前項の規定により第１項の適用を受けない垣又

は柵が存する敷地で、建築物の建築、修繕又は模

様替をする場合においては、当該垣又は柵に対し

て、第１項の規定は適用しない。 

― 



 ※ この計画図は、都市計画法に基づいて定められた地区計画の概ねの区域や区分等を表示した概要計画図です。 

詳細をお知りになりたい場合は、市役所 都市整備局 都市計画課又は所轄区役所 建築課にある縦覧用の計画図（都市計画の図書）をご覧ください。 

N 


